
四日市市告示第１７１号  

 四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する要

綱を次のように定める。  

平成２８年３月３１日  

四日市市長  田  中  俊  行  

 

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正す

る要綱  

四日市市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱（平成１９年四日市

市告示第１３６号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（支給額）  

第４条  給付金の支給額は、支給対象

者が受講のために支払った費用の１

０分の６に相当する額とする。ただ

し、支給額が２０万円を超える場合

は 上 限 ２ ０ 万 円 と し 、 支 給 額 が １

２，０００円以下の場合は支給しな

いものとする。  

 

附則  

１（略）  

２（略）  

３  この附則は、平成３１年３月２８

日限り、その効力を失う。  

（支給額）  

第４条  給付金の支給額は、支給対象

者が受講のために支払った費用の１

０分の２に相当する額とする。ただ

し、支給額が１０万円を超える場合

は上限１０万円とし、支給額が４，

０００円以下の場合は支給しないも

のとする。  

 

附則  

１（略）  

２（略）  

３  この附則は、平成２８年３月２８

日限り、その効力を失う。  

  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、附則の改正は、告

示の日から施行する。  



（経過措置）  

２  この要綱の施行の際現に改正前の四日市市母子家庭自立支援教育訓練給付金

事業実施要綱（以下「旧要綱」という。）第１０条第１項の規定による支給決

定をされた者は、改正後の四日市市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施

要綱（以下「新要綱」という。）第１０条第２項の規定により請求を行うこと

ができる。  

３  前項に規定されているもののほか、この要綱の施行前に旧要綱の規定によっ

てした処分、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定があるも

のは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。  

 

 

 （こども未来部こども保健福祉課）  


